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平成12年度に介護保険制度がスタートしてから、16年が経過しました。その間、高齢者人

口や要介護等認定者、介護保険サービスの利用、高齢者の生活等にかかわる各種動向の推移に

合わせて、高齢者福祉施策や介護保険制度は見直しを繰り返してきました。 

平成27年度からスタートした第６期介護保険事業は、「地域包括ケアの推進」を中心に大幅

な制度改正が行われ、体制整備のための移行期間としてみることができます。その上で、平成

30年度からスタートする第７期に対応した新計画では、現制度に沿って進められた地域包括ケ

ア体制を確立させ、深化・推進していくために重要な時期であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉施策・介護保険制度の動向 

資料４ 
 第１回策定委員会 

平成29年7月13日（木） 

第１期（平成12～14年度） 

第２期（平成15～17年度） 

第３期（平成18～20年度） 

第４期（平成21～23年度） 

第５期（平成24～26年度） 

第６期（平成27～29年度） 

第７期（平成30～32年度） 

「団塊の世代」が高齢者となる平成26年を見据えた大

幅改正 

○要支援の分割 

○「地域支援事業」の創設 

○「地域密着型サービス」の創設 など 

「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年を目途に、

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さ

れる「地域包括ケアシステム」の構築を目指した大幅

改正 

○地域密着型通所介護の創設（平成28年4月～） 

○介護予防・日常生活支援総合事業（平成29年1月～） 

○認知症初期集中支援推進事業（平成29年4月～） 

○認知症ケアパス（平成29年4月～） など 

「高齢者支援の体制づくり」から「支援活動の具体化・活動の推進」へ 

≪現段階での想定される、制度改正の要点≫ 

○家族介護者の負担軽減、介護離職者の抑制 

○介護人材の確保、サービス供給の拡大 

○軽度認定者の利用可能サービスの再検討 など 

≪計画策定において、特に検討が必要な事項≫ 

①高齢者の家族介護者や介護離職をした方の意見の収集 

②地域の高齢者を支える人材の確保・育成状況の把握 

③介護予防・生きがいづくり等による元気な高齢者の増加への取組の検討  など   

第６期では、地域包括ケアシステムの構築に向けた「高齢者支援の体制づくり」が

進められています。 

平成30年度からの第７期では、高齢者だけではなく、家族や事業者・従事者への配

慮等を考慮した制度改正が行われ、「支援活動の具体化・活動の推進」に向けた取組が

本格化するとみられます。 
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